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COP23会場前で日本の石炭火力支援に反対するデモ（撮影：国際環境NGO FoE Japan）



日本政府の海外石炭火力支援方針の動向

• 政府は1月に新方針「OECDルールも踏まえつ

つ、相手国のエネルギー政策や気候変動対
策と整合的な形で、原則、世界最新鋭である
超々臨界圧以上の発電設備について導入を
支援をする」を公表。

• 同方針は7月にエネルギー基本計画に反映。



OECD石炭火力セクター了解の概要
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※IDA借入国はインド、ベトナム、ミャンマー、バングラデシュなどが該当。電化率は
IEAのデータを用いることになっており、インドネシアや南アフリカが該当。2019年に改
訂議論を開始する予定。（出典：OECD）



OECD石炭火力セクター了解の経過措置

• 本セクター了解は、2017年1月1日以降にECAが
意思決定する案件に適用。

• ただし、以下を満たす案件は例外とする：
– Request for Proposalsが同日以前に発行されているこ
と

– EIAやF/S調査が同日以前に完了していること

– 申請が滞りなく処理されていること

• OECDアレンジメントは輸出信用に適用される規
定だが、日本政府は本セクター了解を他の公的
支援において準用することを表明。



2017年1月以降のJBIC・NEXI承諾案件

承諾日 案件名 国名 ボイラー
形式

容量
MW

支援機関

2017年2月27日 タンジュンジャ
ティB

インドネシア 超々臨界 2,000 JBIC, NEXI

2017年4月11日 ビンタン4拡張 ベトナム 超々臨界 600 JBIC, NEXI

2017年6月21日 カルセルテン2 インドネシア 亜臨界 200 JBIC, NEXI

2017年11月14日 チレボン2 インドネシア 超々臨界 1,000 JBIC, NEXI

2018年4月13日 ギソン2 ベトナム 超臨界 1,200 JBIC, NEXI

Total 5,000

• JBICは上記すべての案件について、2017年1月以前に融資
要請やEIAの許認可があり、OECDアレンジメントに示された
経過措置に準拠していると回答。

• 経過措置が非常に緩いため、多くの案件の融資承諾が続い
てしまっている。



パリ協定の2度目標と国際エネルギー機関（IEA）によ
る電力見通しのギャップ

7出典：IEA「World Energy Outlook 2017」



先進国は2030年、途上国は2050年までに
石炭火力発電からの撤退が必要と予測

8出典：Climate Analytics「Implication of the Paris Agreement for coal use in the power sector」



日本の民間金融機関の石炭火力融資方針

方針の概要

三菱UFJ OECD輸出信用アレンジメント等を参考に可否を検討。

みずほ エネルギー効率比較を通じて経済合理性を検証した上
で与信を判断。

三井住友FG 原則としては超々臨界以上に限定するが、エネルギー
不足等がある場合は例外として対応。

三井住友トラスト 原則として融資しない。ただし、例外的にOECDガイドラ
インや発電効率等を考慮して対応。

日本生命 国内外のプロジェクト・ファイナンスには原則として融資
しない。CCS付は例外。

第一生命 海外プロジェクト・ファイナンスには原則として融資しな
い。国内事業はケースバイケースで判断。

明治安田生命 原則として新規の融資はしない。超々臨界は個別に検
討。



民間金融機関の方針の課題と期待

• 課題：

–超々臨界やOECDルール参照など、パリ協定と不
整合。

–原則は融資をしない場合でも、例外を幅広く確保。

–対象をプロジェクト・ファイナンスに限定。一般の
融資や株式・債券投資には触れず。

• 期待：

–三井住友トラスト、日本生命、第一生命などは日
本政府の方針を上回っていることから、更なる方
針改善に期待。



商社の石炭方針転換の課題

方針の概要

丸紅 • 石炭火力発電事業によるネット発電容量を、2018
年度末見通しの約3GWから2030年までに半減。

• 新規石炭火力発電事業には原則として取組まな
い。ただし、超々臨界圧等は取組みを検討する場
合もある。

三井物産 燃料炭を算出する炭鉱の新規投資から撤退。保有
権益の売却も検討。

• 背景には欧米の機関投資家のダイベストメント方針強化があり、上場企
業として投資家の要請に対応することが急務。

• しかし、丸紅のプレスリリース等から調べたところ、丸紅の保有容量は運
転中が約1.5GW、建設中が約1.1GW、計画中が1GW以上あることから、
ベースラインの3GWは明らかに過大。

• 丸紅が定義している「新規案件」には現在計画中の案件（チレボン3、モ
ルプレB、タバメシなど）は含まれず、計画中止は想定されていない。



日本政府への提言

• 公的金融支援はパリ協定と整合させること
（第一歩として少なくとも石炭火力への支援を
停止）。

• アジアで支援を継続している中国・韓国に働
きかけ、2019年6月のG20大阪サミットにて共
同で支援停止を表明すること。

• OECDアレンジメント改訂（2019年に予定）にて、
石炭の公的支援停止をOECD諸国に働きかけ
ること。


